
 

 

 

水戸市と日本生命保険相互会社との包括連携協力に関する協定について 

 

 

１　連携の目的について 

本市と日本生命保険相互会社が相互に有する人的・物的資源を活用しながら、健康都市

づくりに関することをはじめ、安全・安心な暮らしに関することや産業の振興・まちなか

の活性化に関することなど、相互にプラスの効果が見込まれる幅広い分野にわたって連

携・協力することにより、地域の発展と市民サービスの向上を図ることを目的とします。 

 

２　協定の内容について 

連携する事項（分野）を一つに絞らず、様々な分野を想定する包括的な協定とします。

包括連携協定とすることで、新たに連携事業を実施する際にも、迅速的かつ効率的に連携

することが可能となります。 

 

３　連携協力する事項及び連携事業の例 

 連携協力する事項 連携事業

 

１
健康都市づくりに関する

こと

新 データに基づく健康づくりに関する政策立案の推進 

新 各種検診等の受診勧奨 

新 自殺対策の推進 

新 認知症への理解促進 

新 障害者への理解促進 

新 スポーツを通した障害への理解の促進

 

２
安全・安心な暮らしに関す

ること

新 防犯・交通安全意識の普及・啓発 

新 地域見守り活動の推進 

新 救急の普及啓発 

新 災害発生時における協力 

新 町内会・自治会活動の活性化

 

３
産業の振興・まちなかの活

性化に関すること

新 中小企業を支える人材の育成 

新 新たなビジネスモデルの創出 

新 健康経営の普及促進 

新 性別にかかわらず活躍できる環境づくり 

新 市特産品の魅力向上による消費拡大（検討） 

新 戦略的な観光の振興

 
４ 子育て・教育に関すること

新 こどもたちの多様な学びの推進 

新 地域スポーツ・文化クラブ活動の推進



 

 

５
文化、スポーツ等の振興に

関すること

新 水戸黄門漫遊マラソンに係る協力 

スポーツ文化の振興に向けた取組の推進 

新 プロスポーツチームを通した地域の活性化 

新 こどもたちが芸術文化に親しむ機会の充実（検討）

 

６
その他、必要と認める事項

に関すること

新 水戸の魅力発信に係る協力 

新 各種コンテンツの提供によるにぎわいづくり


